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第5章 評価・報告業務 

5.1 評価・報告業務の体系 

特定健診等に関して、保険者が評価・報告等の目的で作成する資料には、国の負担（補助）

金の算定の基礎となるもの、法律によって事業実績の把握や評価のために国への提出が義務

付けられている法定報告、保険者毎に業務の実績管理や、計画立案、業務改善等の目的で保

有するデータに関する分析・評価を行うものがある。 
図表 5-1に評価・報告業務の体系を、図表 5-2に評価・報告業務の体系に示した区分毎の

概要を示す。 
 

図表 5-1：保険者が行うべき評価・報告業務の体系 

 
 

法定報告

負担（補助）金算定のための実績把握

保険者における事業実績報告

事業企画のための現状把握

実施状況モニタリング

事業評価・事業者評価

国への報告

各種事業分析
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図表 5-2：保険者が行うべき評価・報告業務の区分別の概要 

区分 概要 実施のタイミング 
負担（補助）金算定のための

実績報告 
国の負担金を算定する上で必要となる報告 翌年度 6月末日 

法定報告 法によって義務付けられている支払基金を通じた国

への報告 
翌年度 11月 1日 

保険者における

事業実績把握 
保険者において事業実績として把握すべき事項 翌年度はじめ（他に四半期

毎等に中間状況把握を行

うことも考えられる） 
事業企画のため

の現状把握 
特定健康診査等の事業計画策定の前提として把握す

べき地域・集団の健康状況等に関する課題の分析 
特定健康診査等実施計画

の策定、中間見直しの時期 
実施状況モニタ

リング 
事業計画で設定した課題や目標について、定期的に状

況を捉え、必要に応じて事業の実施内容にフィードバ

ックするための情報 

年度中随時 
翌年度はじめ、四半期毎等 

各種事業 
分析資料 

事業評価・ 
事業者評価 

事業の効果を捉えることにより、効果的な事業のあり

方等を検討するための情報 
翌年度はじめ、 
特定健康診査等実施計画

の策定、中間見直しの時期 

等 
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5.2 評価・報告業務の具体的内容 

5.2.1 負担（補助）金算定のための実績把握 

(1) 負担（補助）金算定のための申請・報告の意義 

国民健康保険法の規定により、特定健康診査・保健指導の費用は、市町村国保に関しては

都道府県、国がそれぞれ負担を行うこととされており、この負担金の額を算定するための申

請と報告が必要となる。 
 

国民健康保険法 
第 72条の 5 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医
療の確保に関する法律第 20 条の規定による特定健康診査及び同法第 24 条の規定による特
定保健指導（第 82条第１項及び第 86条において「特定健康診査等」という。）に要する費
用のうち政令で定めるものの 3分の 1に相当する額をそれぞれ負担する。 

負担金の対象や算定の基準については、交付要綱、取扱要領が通知において詳細に規定さ

れている1。 
 

(2) 申請･報告のスケジュール 

都道府県を通じ、厚生労働大臣に年度内の事業の実施見込みに基づき申請を行う。負担（補

助）金の交付を受け、年度終了後実績報告2により金額を確定し差額を清算する。 
 

(3) 負担（補助）金対象の範囲 

(A) 負担（補助）金額の考え方 

負担（補助）金の額については、実際に事業に要した費用と、実施実績数等に基づき、図

表 5-3のとおり算出される。 
図表 5-3：負担（補助）金の算定の考え方 

 

                                                   
1 市町村国保の平成 20年度分については、平成 20年度国民健康保険特定健康診査・保健指導費の国庫負担につい
て（平成 20年 10月 30日厚生労働省発保第 1030007号）、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金交
付要綱の取扱について（平成 20年 12月 5日保発第 1205005号）、国保組合についても別途同様の通知がある。 

2 平成 20年度分における厚生労働省への報告期限は、申請が平成 20年 12月 26日、実績報告が平成 21年 6月末。 

特定健康診査・保健指導ごと

対象経費の
実支出額

総事業費から
寄付金等収入を
差し引いた額

－利用者の自己負担額区分ごとの
基準額の合計

×補助率（1／３）または または

いずれか少ない方の額

いずれか少ない方の額
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(B) 負担（補助）金の対象となる特定健康診査・保健指導の範囲 

実施年度の 4月 1日における国民健康保険の加入者であって、当該年度において 40～75歳
の年齢に達する者で、年度中に資格喪失または対象から除外となった者も、その前に受診ま

たは利用を完了している場合（図表 5-4の②）は実績件数に含めることができる（法定報告
の実績と異なる）。 
実施年度の途中に加入した者（図表 5-4の③）に対し特定健康診査等を実施した場合は補

助の対象とはならない。 
年度毎に 1対象者につき 1回の特定健康診査・保健指導が補助の対象である。同一年度中

に前年度から年度を跨ぐ特定保健指導と当該年度の特定保健指導両方を実施した場合は、

各々が補助の対象となる。 
 

図表 5-4：負担（補助）金算定対象 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 申請・報告のための見込みと実績の把握 

(A) 費用の把握 

特定健康診査と追加的に実施される検査とを一体的に行った場合、特定健康診査のみに要

した費用が不明確なときは、実支出額の算定に含めることができないため、特定健康診査に

関する部分のみを切り分ける必要がある。 
特定健康診査・保健指導を委託している場合は、契約金額によって実施項目毎の費用を切

り分けて把握することが可能である。本システムで費用決済を行っている場合は、その額を

「請求額内訳書」で確認することができる。（第 3章参照） 

②

年度初加入者

年度中

資格喪失

除外該当

（再取得・除外

の解除を含む）

年度中
資格取得等

特定健診等

受診/利用者

未受診/
未利用者

① ③
資格喪失・除外となる前に受診/利用

した場合対象となり、再度の資格取得

後又は除外解除後の受診/利用は対

象とならない。

は負担（補助）対象範囲
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(B) 基準額の区分毎の実施件数把握 

基準額は図表 5-5、図表 5-6に示す区分毎に定められており、区分別に実施件数を把握す
る必要がある。 

 
図表 5-5：特定健康診査の基準額の区分と基準額（平成 20年度） 

実施形態 
生活機能評価の 
同時実施 

詳細健診の実施 対象者の課税区分※ 基準額(円) 

課税 2,880 
なし 

非課税 3,700 
課税 3,220 

なし 
あり 

非課税 4,140 
課税 1,940 

なし 
非課税 2,500 
課税 1,260 

集団健診 

あり 
あり 

非課税 1,620 
課税 5,300 

なし 
非課税 6,810 
課税 6,900 

なし 
あり 

非課税 8,870 
課税 3,410 

なし 
非課税 4,380 
課税 2,660 

個別健診 

あり 
あり 

非課税 3,440 

 

図表 5-6：特定保健指導の基準額の区分と基準額（平成 20年度） 

実施状況 実施方法 実施状況 対象者の課税区分※ 基準額(円) 

課税 9,800 
動機付け支援 

非課税 12,600 
課税 16,100 

年度内に 6ヵ月後
の評価まで終了し

た場合 積極的支援 
完了 

非課税 20,700 
初回面接まで 
終了 

課税 7,840 
動機付け支援 

初回面接まで 
終了 

非課税 10,080 

課税 6,440 初回面接終了後継続

的支援まで終了 非課税 8,280 
課税 8,050 

上記以外 
（実施中に中断も

しくは資格喪失し

た場合は、それま

でに終了した段階

まで） 積極的支援 
初回面接から継続的

支援まで終了 非課税 10,350 
※課税区分については、4月から 7月の実施分（特定保健指導の場合は初回面接の日を実施日とする）については、
前年度の課税区分、8月以降については当該年度の課税区分による。 
世帯に 1人でも課税対象が存在する場合（擬制世帯主も含む）は課税世帯とみなす。 
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(5) システムを活用した申請・報告 

(A) 申請のための参考情報 

本システムで実施状況をモニタリングし、出力する｢特定健診・保健指導状況管理表（モニ

タリング）｣（図表 5-40）にて、月別の特定健康診査・保健指導の実施状況を把握すること
ができる。年度当初の実施件数目標と実施状況をあわせて、国庫負担（補助）金申請時にお

いて年度中の実施見込みを立てる上での参考とすることができる。 
 

(B) 実績報告のための参考情報 

｢特定健康診査・特定保健指導実績集計表（標準システム処理分）（案）｣（図表 5-8）にお
いては、国庫負担（補助）金実績報告における区分別の実績の把握が可能であり、｢特定健康

診査委託経費内訳書（標準システム処理分）（案）｣（図表 5-9）、「特定保健指導委託経費内
訳書（標準システム処理分）（案）」（図表 5-10）では、実支出額のうち本システムで決済を
行った委託分の特定健康診査・保健指導の費用実績を把握することが可能である。 
なお、年度またがりで実施される特定保健指導の委託経費の集計においては、本システム

では、特定健康診査の実施年度の契約額を参照して集計を行うため、年度間で契約額の変更

があった場合は、実際の費用との間に違いが生じていないかについて留意する必要がある。 
国庫負担（補助）金関連帳票における実績データの抽出対象期間の取扱いについては図表

5-7に示す。 
 

図表 5-7：特定健診等データ管理システムにおける国庫負担（補助）金関連帳票の対応について（イメージ図） 

 

22年度分集計

※ 特定健診等の国庫負担（補助）金については、補助年度と同じ会計年度歳出分が対象となる。
　　（厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室確認済）

Ⅰ： 標準システムでの費用決済を伴うもの 【受付月で集計】
　　　例）平成20年度分･･･ 国保連合会の請求受付月が、平成20年5月～平成21年3月受付分について該当件数と費用額を集計する。

Ⅱ： 標準システムでの費用決済を伴わないが、データ管理を行うもの 【実施月で集計】
　　　 例）平成20年度分・・・ 健診等実施月が、平成20年4月～平成21年3月分について該当件数を集計する。

20年度健診等実施期間 21年度健診等実施期間

請求受付月（20年5月～21年3月）

20年度分集計

20年度健診等実施期間

平成21年度平成20年度

21年度健診等実施期間

健診等実施月（21年4月～22年3月）

請求受付月（21年4月～22年3月）

平成20年度

20年度分集計

請求受付期間 請求受付期間

21年度分集計

21年度分集計

平成21年度

健診等実施月（20年4月～21年3月）

 20年度歳出として（出納閉鎖までに）処理された

ものを20年度補助実績報告に含むことができる。

４月４月 ４月

４月 ４月 ４月

受付

締め切り

受付

締め切り
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図表 5-8：特定健康診査・特定保健指導実績集計表（標準システム処理分）（案） 
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図表 5-9：特定健康診査委託経費内訳書（標準システム処理分）（案） 
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図表 5-10：特定保健指導委託経費内訳書（標準システム処理分）（案） 
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(6) システムによる負担（補助）金実績報告のための留意事項 

(A) 集計対象となるための前提 

本システムの実績集計または委託費の集計対象となる条件を図表 5-11に、システムの利用
状況と帳票毎の集計内容の関係を図表 5-12に示す。 

 
図表 5-11：負担（補助）金算定における実績把握のための前提 

項目 前提事項 備考 
被保険者資格の登録 資格得喪、課税区分、除外者の登録が異動時期を

含めて正しく行われていることが必要 
実績報告までに課税区分を登録す

る必要がある（課税区分について

は、遡って登録することができる） 
委託費用 費用額については本システムで費用決済を行っ

ていることが必要 
 

実績の登録 必ずしも決済業務を委託する必要はないが、健診

結果・保健指導データが正しく登録されているこ

とが必要 

区分毎に実施したとみなす条件に

ついては図表 5-15参照 

 
図表 5-12：負担（補助）金算定における実績把握のための前提 

標準システムの利用状況 

帳票 項目 
費用決済対象（個別決済を含み支

払代行は含まない） 
保険者による費用決済、直営実施

等の場合で標準システムに実績デ

ータを登録した場合 
特定健康診査委託経費内訳

書（標準システム処理分） 
件数 
 

費用決済対象件数（B） 費用決済なしの件数（Ｃ） 

特定保健指導委託経費内訳

書（標準システム処理分） 
支出額 委託費用合計額（A）  

特定健康診査・特定保健指導

実績集計表（標準システム処

理分） 

実施 
件数 

費用決済対象件数（B）と費用決済なしの件数（C）をあわせて件数が
集計される 

 
図表 5-12に示した、A の金額、B、C の件数は、負担（補助）金の交付申請・実績報告の

様式「特定健康診査経費別内訳書（図表 5-13）」、「特定保健指導経費別内訳書（図表 5-14）」
破線で囲んだ部分に対応する。 
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図表 5-13：特定健康診査経費別内訳書 

 
 
 




